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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要点 
 

 本資料は、主要な会計項目を財務諸表に適切に反映させる上で、財務諸表の作成者および監査人を支援することを目的として作成さ

れています。 
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

1. 何が問題か 
 

 

多くの場合において、会計帳簿に記帳されている会計項目をレビューおよび監査することは比較的容易ですが、会計帳簿に記帳さ

れるべき会計項目が記帳されていないことを特定することはより困難を伴います。企業が年度末を迎えるにあたり、PwCは、各会計

項目を財務諸表に適切に反映させる上で作成者および監査人を支援するため、見落とすべきでない項目に関する主要な留意事項

をリストにまとめました。 
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

2. 留意すべき事項 
 

 

網羅性について検討すべきトピックには、以下が含まれる可能性があります。 

見落とすべきでない項目 詳しいガイダンス 

1. 金融保証に関する負債（特に親会

社において） 
金融保証とは何か 

金融保証とは、特定の債務者が期日の到来時に支払いを行わない場合に保有者に

発生する損失を補償するために、当該保有者に対して所定の支払を行うことを契約

発行者に要求する契約です。このような契約はIFRS第17号の適用範囲に含まれ

ず、IFRS第9号の適用範囲に含まれます。ただし、金融保証契約の発行者が以前

にこのような契約を保険契約とみなしており、IFRS第4号の保険契約に適用される

会計ガイダンスを用いていることを明白に主張していた場合にはこの限りではありま

せん。 

一般的な事例 

ある子会社が銀行から借入を行う際に、銀行が親会社からの保証を要求し、親会社

は銀行に金融保証を発行します。子会社が借入金を返済できない場合には、親会

社が介入して銀行に支払を行う契約上の義務を負うことになります。なお、サポート

レターやコンフォートレターは、金融保証に該当しないことに注意する必要がありま

す。 

何を見落とす可能性があるのか 

負債 

多くの親会社は、会計方針としてIFRS第9号ではなくIFRS第4号を適用してきてお

り、発行された金融保証が発生する（すなわち、IAS第37号の原則と整合的に、

IFRS第4号の負債十分性テストを適用する）まで、貸借対照表に反映していませ

ん。 

IFRS第4号からIFRS第17号への移行時に、企業は、初めてIFRS第17号の要求事

項を適用することになり、その結果、当該契約に対してIFRS第17号かIFRS第9号
のいずれかの適用を選択することが可能です。IFRS第17号の会計処理の複雑さを

考慮すると、保険会社以外の多くの企業はIFRS第9号の適用を選択するとPwCは

予想しています。しかし、まだIFRS第9号を金融保証に適用したことがない企業に

は、IFRS第9号の負債を計算するために多大な労力が必要となる可能性があること

を認識すべきです。IFRS第9号は、金融保証の事後測定を、（i）IFRS第9号の予想

信用損失引当金、および（ii）当初の公正価値から収益の累計額を控除した金額の

いずれか高い方の金額で行うことを要求しています。この取扱いは、会計方針の重

大な変更となり、遡及適用が必要となる可能性があります。 

したがって、重要性について検討を行ったうえで、IFRS第9号またはIFRS第17号の

いずれかに基づき、当該保証について負債を認識する必要が生じる可能性があり

ます。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第40章40.73項から40.75項（和訳はこちら）

およびFAQ 50A.27.1（英語のみ） 

https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/40_introduction_to_f_INT/scope_exclusions_fro_INT.html#pwc-topic.dita_1609051410139506_moa_40_73
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/40_introduction_to_f_JP/exclusion_from_appli__4_JP.html#pwc-topic.dita_1850125304056887
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/50A-Insurance-contracts-IFRS-17/Illustrative-text/Scope-exemptions/FAQ-50A271-Can-an-entity-on-transition-to-IFRS-17-reassess-which.html
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

見落とすべきでない項目 詳しいガイダンス 

2. 不利な契約に関する引当金 不利な契約とは何か 

不利な契約とは、契約による義務を履行するための不可避的なコストが当該契約に

より受け取ると見込まれる経済的便益を上回る契約をいいます。不可避的なコスト

とは、契約履行のコストと、契約不履行による解除金または違約金のいずれか低い

方の金額です。 

どのような場合に発生する可能性があるか 

現在の経済環境の不確実性は企業の事業に影響を与え、不利な契約が増加する

可能性があります。例えば、インフレ圧力により既存の収益契約の実行にかかるコ

ストが上昇する、または、需要減により既存の購入契約から期待される便益が減少

し、購入契約から生じた商品を再販して利益を得ることが困難になる可能性があり

ます。 

何を見落とす可能性があるのか 

引当金 

現在認識されていない引当金の認識が必要となる可能性があります。しかし、「受け

取ると見込まれる経済的便益」という用語は、通常、契約に基づく直接的および間接

的な便益の両方を含むと解釈すべきです。引当金が要求される場合、契約による

「不可避的なコスト」の金額で測定するべきであり、これらのコストは、契約から解放

されるための最小の正味コストであると定義されます。不可避的なコストは、契約の

解除金または違約金と、契約履行のコストのいずれか低い方となります。最後に、

企業は、不利な契約に対する引当金を計上する前に、契約の履行のために使用さ

れる資産に発生した減損を認識しなければなりません。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第16章16.71項から16.85項（和訳はこちら） 

3. 原状回復引当金 原状回復引当金とは何か 

用地の原状回復引当金は、閉鎖および原状回復について見積もられた将来コスト、

ならびに関連する環境破壊が発生した会計期間における環境再生コスト（インフラ

の解体および取り壊し、残留資材の撤去および荒廃した部分の修復を含む）につい

て設定すべきです。 

どのように発生する可能性があるか 

一部のリースでは、入居者に対し、例えば間仕切りを追加するなど物件の改良を認

めていますが、借手にはリース終了時に当初の状態で物件を返却する義務が課せ

られています。この場合、改良した部分の解体が必要となる可能性があります。 

何を見落とす可能性があるのか 

引当金 

企業は、以前はリースの更新オプションが実行されると考えていたかもしれません。

しかし、状況が変化して、例えば、リースはもはや更新されず、解体にかかるアウト

フローが予想より早く発生することになり初めて重要性があるものとなった時点で、

引当金の計上が必要になる可能性があります。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第16章16.85項（和訳はこちら）およびEX 
16.85.6（和訳はこちら） 

https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/onerous_contracts__1_INT.html#pwc-topic.dita_1637045008082332
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/16_provisions_contin_JP/practical_appli.html#pwc-topic.dita_37c50d46-4148-4807-beed-de80fb712506
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/onerous_contracts__1_INT.html#pwc-topic.dita_1642045008082333_moa_16_85
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/16_provisions_contin_JP/practical_appli.html#pwc-topic.dita_625d26dd-043a-4552-b168-93b65e1c488c
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16856_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/illustrative_text__16_INT/other_practical_appl__1_INT/faq_16856_applying_t_INT.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/16_provisions_contin_JP/illustrative_te/other_practical/ex_16_856_apply.html
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

見落とすべきでない項目 詳しいガイダンス 

4. 自己株式の買戻しに係る負債 自己株式の買い戻しとは何か 

自己株式の買戻しまたは自社株買いとは、企業が自社株を買い戻し自己資本を減

少させる、株主に対する分配のひとつの形態です。 

どのような場合に発生する可能性があるか 

企業が、ブローカーや銀行と契約を締結し、企業に代わって自己の株式を取得して

もらうことはよくあります。 

何を見落とす可能性があるのか 

金融負債 

企業が自らの資本性金融商品を現金その他の金融資産で購入する義務を含んだ

契約は、金融負債を生じさせます。この金融負債は、償還金額の現在価値（例え

ば、先渡購入価格、オプション行使価格、あるいは他の償還金額の現在価値）で当

初測定しなければなりません。負債が認識された時点で、対応する借方金額は資本

に計上されます。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第51章51.27項から51.37項（和訳はこちら） 

5. 組成された企業－非連結としている

SPEは本来連結すべき可能性があ

る 

組成された企業とは何か 

一部の企業は、誰が企業を支配しているのかを決定する際に、議決権または類似

の権利が決定的な要因とならないように設計されています。議決権は管理業務のみ

に関係しており、契約上の取決めが、当該投資先がどのように活動すべきかを指図

します。すべての実質的なパワーは、企業活動を厳格に支配する契約条項に規定

されているように見えます。当該企業は、自動操縦（auto-pilot）で運営される場合が

あります。設立に関与した当事者のいずれも、パワーを有していないかのように見え

ます。しかし、当該企業は、関与する投資者の1つによって間接的に支配されている

可能性があります。 

どのような場合に発生する可能性があるか 

そのような企業は、一般的に、特定の狭義の定められた目的を達成するために活動

を制限して設立され、多くの場合、過少資本を有しています。それらの企業は税制

上の優遇措置を受け、特定の財政上の目的を達成するための有限の存続期間が

定められている場合もあります。 

何を見落とす可能性があるのか 

連結 

組成された企業を連結すべきか否かを決定する場合、投資者が便益を得るため

に、組成された企業の関連性のある活動を指図するパワーを有していることを要求

する支配の要件を検討する必要があります。主要な検討事項として、そのような組

成された企業の設計および目的、ならびに投資者が組成された企業のリスクと便益

に晒されているかどうかを評価することが挙げられます。さらに、関与する他の当事

者の権利の慎重な検討、組成された企業の活動に対して投資者が意思決定権を有

しているか否かを判定する必要があります。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第26章26.128項以降（和訳はこちら） 

https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/51_share_capital_and_INT/equity_arising_from__INT.html#pwc-topic.dita_1611013909147533
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/51_share_capital_and_JP/equity_arising.html#pwc-topic.dita_dec32b83-64af-439f-98c3-e581a2d8d869
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/26_consolidated_fina_INT/structured_entities_INT.html#pwc-topic.dita_1637122609099349_moa_26_128
https://viewpoint.pwc.com/dt/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/26_consolidated_fina_JP/structured_entities.html#pwc-topic.dita_4f5ea1db-887e-4ca1-903e-450f962fdd27
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

見落とすべきでない項目 詳しいガイダンス 

6. 財務諸表の不適切な相殺または純

額表示 
相殺または純額表示とは何か 

「相殺」または「純額表示」とは、（i）貸借対照表の資産と負債、（ii）損益計算書の収

益および費用、ならびに／または、（iii）キャッシュ・フロー計算書上のキャッシュ・フロ

ーを純額で表示することをいいます。 

何が問題か 

相殺および純額表示は、会計基準で明白に要求または許容されている場合を除

き、一般に禁止されています。相殺は発生した取引を利用者が完全かつ適切に理

解して、企業の将来キャッシュ・フローを評価する能力を損なうためです。 

純額表示が明示的に許容される場合には、通常、相殺するために満たさなければ

ならない特定の要件があります。 

何を見落とす可能性があるのか 

資産および負債、収益および費用項目 

貸借対照表または損益計算書で2つの金額を総額表示すべきところを誤って純額表

示している可能性があります。 

追加ガイダンス：相殺に関するトピック別の具体的なガイダンス 

トピック 参照 

一般的な相殺（損益計算書上の相殺を

含む） 
PwC IFRSマニュアル第4章4.39項から

4.40項（和訳はこちら） 

金融商品 PwC IFRSマニュアル第47章47.15項
から47.28項（和訳はこちら） 

引当金と補填 PwC IFRSマニュアル第16章16.37項
から16.39項（和訳はこちら） 

当期税金および繰延税金 PwC IFRSマニュアル第14章14.149項
から14.153項（和訳はこちら） 

キャッシュ・フロー計算書 PwC IFRSマニュアル第7章7.15項から

7.18項（和訳はこちら） 

確定給付制度 PwC IFRSマニュアル第12章12.139項
（和訳はこちら） 

政府補助金 PwC IFRSマニュアル第17章17.13項
から17.14項（英語のみ） 

 

https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/general_features_INT.html#pwc-topic.dita_1635072009118202
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/04_presentation_of_f_INT/general_features_INT.html#pwc-topic.dita_1635072009118202
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/04_presentation_of_f_JP/general_property__1_JP.html#pwc-topic.dita_1940085505010132
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/offsetting_a_financi_INT.html#pwc-topic.dita_1621254409147809_moa_47_15
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/47_presentation_and__INT/offsetting_a_financi_INT.html#pwc-topic.dita_1621254409147809_moa_47_15
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/47_presentation_and__JP/offsetting_financial__9_JP.html#pwc-topic.dita_1813234503053875
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/recognition__4_INT.html#pwc-topic.dita_1604045008081998
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/16_provisions_contin_INT/recognition__4_INT.html#pwc-topic.dita_1604045008081998
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/16_provisions_contin_JP/recognition_pa.html#pwc-topic.dita_11317d63-21ec-4ffc-a04f-137e37dd2c87
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/presentation_and_dis__5_INT.html#pwc-topic.dita_1652102710090761
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/14_taxation_ias_12_INT/presentation_and_dis__5_INT.html#pwc-topic.dita_1652102710090761
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/14_taxation_ias_12_JP/presentation_and_dis__19_JP.html#pwc-topic.dita_1932050706055990
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/17_government_grants_INT/overview-of-ias-20.html#pwc-topic.dita_1638225209154239
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/17_government_grants_INT/overview-of-ias-20.html#pwc-topic.dita_1638225209154239
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/07_cash_flow_stateme_JP/form_of_statement_of_JP.html#pwc-topic.dita_1941275902032938
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/12_employee_benefits_INT/Presentation-and-disclosure-paras.html#pwc-topic.dita_1810162710134115
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/12_employee_benefits_INT/Presentation-and-disclosure-paras.html#pwc-topic.dita_1810162710134115
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/12_employee_benefits_JP/presentation__76_JP.html#pwc-topic.dita_1907254006042131
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/17_government_grants_INT/overview-of-ias-20.html#pwc-topic.dita_1635225209157556
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/17_government_grants_INT/overview-of-ias-20.html#pwc-topic.dita_1635225209157556
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

見落とすべきでない項目 詳しいガイダンス 

7. インプライドリース インプライドリースとは何か 

インプライドリースとは、契約がリースであると明示的に述べていないが、実質的に

リース契約を構成する条件を含んでいる状況をいいます。 

どのように発生する可能性があるか 

リースの法的形態をとらないものの、支払または一連の支払の見返りとして特定可

能な資産を使用する権利を与える契約が締結されることがあります。そのような契

約の例として、専用の機器を用いたサービス契約や供給契約、外部委託契約また

は資産のほぼすべての稼働能力に対する権利を提供する通信契約があります。 

何を見落とす可能性があるのか 

使用権資産およびリース負債 

IFRS第16号の範囲に含まれるためには、特定された資産がなければなりません。

ただし、資産は明示的に特定される必要はなく、黙示的に特定することもあります。

黙示的な場合、資産は契約に明記されませんが、供給者が関連する財またはサー

ビスを提供するために黙示的に定められています。しかし、供給者が使用期間全体

を通じて資産を入れ替える実質的な権利を有している場合には、特定された資産は

存在しないことになります。また、契約がリースを含むには、顧客は、使用期間全体

を通じて資産の使用から得られる経済的便益を実質的にすべて得る権利、および

資産の使用方法や使用目的を指図する権利を有していなければなりません。 

追加ガイダンス：PwC IFRSマニュアル第15章15.5項以降（和訳はこちら） 

8. 子会社の財務諸表における株式に

基づく報酬費用 
子会社の財務諸表における株式に基づく報酬とは何か 

子会社の従業員が親会社による株式に基づく報酬を付与された場合、IFRS第2号
は、子会社が株式に基づく報酬費用を計上することを要求しています。 

何が問題か 

IFRS第2号では、企業自身が決済の義務を有していない場合でも、その従業員に

関する株式に基づく報酬契約のコストを認識することを企業に要求しています（これ

らは持分決済型の株式に基づく報酬を表します）。 

何を見落とす可能性があるのか 

子会社の個別財務諸表レベルでの株式に基づく報酬費用 

このような契約は、プライベートエクイティや親会社が上場しているが子会社は上場

していないグループでは一般的なものです。このスキームでは、子会社が費用を計

上することに加え、親会社はリチャージの仕組みがない場合、通常は子会社への投

資を増加させることになります。 

追加ガイダンス:PwC IFRSマニュアル第13章FAQ 13.64.1（英語のみ） 

 

 

 

 

  

https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/gx/en/pwc/manual_of_accounting/ifrs/ifrs_INT/ifrs_INT/15_leases_ifrs_16_INT/objective_and_scope__3_INT.html#pwc-topic.dita_1730024710142340
https://viewpoint.pwc.com/content/pwc-madison/ditaroot/jp/ja/pwc/manual_of_accounting/manual_of_accounting_JP/manual_of_accounting_JP/15_leases_ifrs_16_JP/identification_of_le__8_JP.html
https://viewpoint.pwc.com/dt/gx/en/pwc/in_depths/in_depths_INT/faq_13641_group_shar_INT.html
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当該和訳は、英文を翻訳したものですので、和訳はあくまでも便宜的なものとして利用し、 

適宜、英文の原文を参照していただくようお願いします。 

3. いつから適用すべきか 
 

上記のトピックに関する会計基準に最近大きな変更はありません。そのため今は、すでに適用している現行ガイダンスに再び焦点を当

てる良い機会です。 
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